
第
77
回
人
権
週
間

　
12
月
４
日
（
木
）
か
ら
10
日
（
水
）

ま
で
の
１
週
間
は
全
国
一
斉
「
人
権
週

間
」
で
す
。
人
権
尊
重
の
重
要
性
を
正

し
く
認
識
し
、
他
人
の
人

権
に
も
十
分
配
慮
し
た
行

動
を
と
り
ま
し
ょ
う
。
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事
業
主
は
労
働
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う

12
月
3
日（
水
）か
ら
9
日

（
火
）は
障
害
者
週
間
で
す

　
11
月
は
労
働
保
険
未
手
続
事
業
一
掃

強
化
期
間
で
す
。

　
事
業
主
は
、
労
働
者
（
パ
ー
ト
、
ア

ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
を
１
人
で
も
雇
用

し
て
い
れ
ば
労
働
保
険
に
加
入
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
労
働
保
険
の
加
入
は

事
業
主
の
責
任
と
義
務
で
す
。
加
入
手

続
き
を
し
て
い
な
い
事
業
主
は
こ
の
機

会
に
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

労
働
保
険　
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
を

総
称
し
た
強
制
保
険
制
度

労
災
保
険　
労
働
者
が
業
務
中
や
通
勤

途
上
で
事
故
に
遭
っ
た
場
合
に
必
要
な
保

険
給
付
を
行
い
、
被
災
し
た
人
や
そ
の
家

族
の
生
活
を
保
護
し
、
社
会
復
帰
を
促
進

す
る
事
業
を
行
う
た
め
の
保
険
制
度

雇
用
保
険　
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合

に
失
業
手
当
な
ど
を
給
付
し
た
り
、
再

就
職
を
促
進
す
る
事
業
を
行
う
た
め
の

保
険
制
度

※
新
た
に
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合

は
、
保
険
料
の
納
付
と
は
別
に
そ
の
都

度
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
雇
用
保
険
被
保

険
者
資
格
取
得
届
」
の
提
出
が
必
要
で

す
。

　
障
が
い
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
誰
も
が
お
互
い
に

人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
生

き
て
い
く
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
し

て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
の

理
解
と
協
力
が
重
要
で
す
。
障
害
者
週

間
を
機
会
に
、
障
が
い
や
障
が
い
者
へ

の
正
し
い
理
解
と
知
識
を
持
っ
て
障
が

い
福
祉
へ
の
関
心
を
深
め
、
障
が
い
者

が
社
会
の
一
員
と
し
て
活
躍
で
き
る
地

域
づ
く
り
の
推
進
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
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な
お
、労
働
保
険
関
係
の
事
務
処
理

を
代
行
し
て
行
う
労
働
保
険
事
務
組
合

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
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新
見
労
働
基
準
監
督
署
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身
体
障
害
者
巡
回
更
生
相
談

11
月
15
日（
土
）か
ら
は

狩
猟
期
間
で
す

Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒
な
ど
の

夜
間
検
査
実
施

　
身
体
障
害
者
（
肢
体
の
み
）
の
補
装

具
購
入
費
の
交
付
判
定
等
を
実
施
し
ま

す
。
予
約
の
み
の
相
談
と
な
り
ま
す
の

で
、
希
望
者
は
12
月
8
日
（
月
）
ま
で

に
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
17
日
（
水
）

※
受
付
時
間　
午
前
10
時
30
分
～
11
時

30
分
ま
で

場
所　
高
梁
市
役
所
３
階
大
会
議
室
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11
月
15
日
（
土
）
か
ら
令
和
８
年
２

月
15
日
（
日
）
は
狩
猟
期
間
で
す
。
た

だ
し
、
イ
ノ
シ
シ
と
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
つ

い
て
は
令
和
８
年
３
月
15
日
（
日
）
ま

で
と
し
て
い
ま
す
。

　
野
山
に
出
か
け
る
と
き
は
、
目
立
つ

色
の
服
装
を
着
用
す
る
な
ど
十
分
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
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12
月
1
日
（
月
）
は
「
世
界
エ
イ
ズ

デ
ー
」
で
す
。
エ
イ
ズ
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）
に
感
染
し
て

発
症
す
る
病
気
で
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
感
染

し
て
い
て
も
症
状
が
な
く
、
検
査
を
し

な
け
れ
ば
発
見
で
き
ま
せ
ん
。
早
期
に

発
見
し
治
療
す
れ
ば
、
エ
イ
ズ
発
症
を

防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
備
北
保
健
所
で
は
無
料
・
匿
名
で
検

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
２
日（
火
）�

午
後
５
時
～
７
時

申
し
込
み　
11
月
28
日（
金
）午
後
５
時
ま
で
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